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業務体制

１.消費生活センターの概要

項 目 内 容

名   称 大津市消費生活センター

所在地 大津市浜大津四丁目１番１号 明日都浜大津４階

相談時間
午前９時から午後５時まで（土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く）
※職員の勤務時間は、午前８時４０分から午後５時２５分まで

体 制
事務職員 ３名、消費生活相談員 ６名
（消費生活相談員は平日各１日週休。週４日勤務）

所掌事務
◎消費生活相談に関する相談及び苦情にかかる助言、あっせん等、苦情処理に関すること
◎商品及び役務に関する情報の収集及び提供に関すること
◎消費生活に関する知識の普及、情報の提供等教育啓発活動に関すること 等
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令和６年度
事業報告について

資料１
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１.相談状況《令和２年度から令和６年度まで》

相談事業

（１）相談受付《総数》

過去５年間の相談受付の件数は、概ね2,500件から3,000件までの間で推移し、

令和６年度は2,627件の相談がありました。
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相談事業
（２）相談受付《年代別》

年代別では、「７０歳以上」の件数が著しく多くを占めており、概ね年代が高くなる
ほど相談が増える傾向は、過去５年を分析しても変化はありません。

なお、ここでは令和６年度と令和５年度（前年度）をグラフで示しています。

相談件数の増加した６０歳代以上については、詳細に区分してグラフに示します。

※年齢（年代）を回答いただけなかった方の件数は、「その他・不明」として計上していない。

20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上
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相談事業

（３）相談受付《令和６年度・６０歳以上》

「６０歳以上」の割合は、７９歳未満が約７５％、８０歳以上が約２５％の割合を占

めています。
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区分 件数 割合

60歳～64歳 301件 22.3％

65歳～69歳 185件 13.7％

70歳～74歳 281件 20.9％

75歳～79歳 250件 18.6％

80歳～84歳 205件 15.2％

85歳～89歳 81件 6.0％

90歳以上 45件 3.3％

計 1,348件 100％



Lake Biwa

Otsu City 6

相談事業

（４）相談受付《令和６年度・５０歳以下》

５０歳以下の年代では、令和５年度と比較し、相談件数は減少しています。

しかし、２０歳代未満のみ微増となっています。
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相談事業

（５）相談受付《販売購入形態別》

相談受付した販売購入形態は、近年、「通信販売」が店舗購入の２倍弱で、最も多く

なっており、通信販売が日常生活に普及しているとともに、トラブルのリスクも有してい

ると考えられます。

なお、令和６年度の相談上位を占める「通信販売」「店舗購入」「訪問販売」は、年代

別グラフも示します。
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相談事業

（６）相談受付「通信販売」《令和６年度・販売購入形態別・年代別》

「通信販売」は、６０歳代が２２．７％で割合が一番高く、ほぼ同割合で７０歳代が

２１．７％になっています。
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区分 件数 割合

２０歳未満 39件 3.8%

２０歳代 55件 5.3%

３０歳代 58件 5.6%

４０歳代 112件 10.9%

５０歳代 165件 16.0%

６０歳代 234件 22.7%

７０歳代 224件 21.7%

８０歳以上 87件 8.4%

無回答 58件 5.6%

計 1,032件 100.0%
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相談事業

（７）相談受付「店舗購入」《令和６年度・販売購入形態別・年代別》

「店舗購入」は、６０歳代が１７．９％で一番高い割合で、続いて、７０歳代の

１６．８％になります。

2.4%
7.2%
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区分 件数 割合

２０歳未満 11件 2.4%

２０歳代 33件 7.2%

３０歳代 45件 9.8%

４０歳代 56件 12.2%

５０歳代 60件 13.1%

６０歳代 82件 17.9%

７０歳代 77件 16.8%

８０歳以上 44件 9.6%

無回答 51件 11.1%

計 459件 100.1%

※四捨五入の関係で100.0％にならない
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相談事業

（８）相談受付「訪問販売」《令和６年度・販売購入形態別・年代別》

「訪問販売」は、８０歳以上が３０．０％．７０歳代が２２．０％で、高齢者の相談

の割合の高い傾向が見られます。

7.3%

5.3%

6.0%

10.0%

12.0%

22.0%

30.0%

6.0％

区分 件数 割合

２０歳未満 2件 1.4%

２０歳代 11件 7.3%

３０歳代 8件 5.3%

４０歳代 9件 6.0%

５０歳代 15件 10.0%

６０歳代 18件 12.0%

７０歳代 33件 22.0%

８０歳以上 45件 30.0%

無回答 9件 6.0%

計 150件 100.0%

1.4%
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２.処理状況

相談事業

（１）処理結果

相談に対する処理結果は下記のとおりです。「助言（自主交渉）」「その他情報提

供」「あっせん解決」「他機関紹介」により、概ね処理されています。

【問題解決の割合（％）】

計算式：（助言（自主交渉）+その他情報提供+あっせん解決＋他機関紹介）÷受付件数×100％

44.3%

35.1%

12.7%
5.6% 2.4%

処理内容 処理件数 割合

助言（自主交渉） 1，163件 44.3%

その他情報提供 921件 35.1%

あっせん解決 334件 12.7%

他機関紹介 147件 5.6%

あっせん不調 等 62件 2.4%

計 2，627件 100.1%

処理内容
令和６年度

９７．６％（2,565件／2,627件） 
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２.処理状況

相談事業

（２）あっせん解決の割合

消費生活相談員による適切なあっせんを通じて、約1,000万円分の被害が救済されま

した。この成果は、消費者トラブルに対して迅速かつ的確な対応を行い、消費者の権

利を守るための活動が実を結んだものです。救済された案件の多くは、インターネッ

ト取引や契約内容に関するトラブルが占めており、相談員が事業者との交渉や問題解

決のあっせんを円滑に進めたことが救済の成功に寄与しました。

内容 件数

あっせん解決 334件

あっせん不調 10件

計 344件

あっせん解決割合：９７．１％

救済金額：合計 １０，００１，４６５円
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３.消費生活相談員のスキルアップ・サポート等

相談事業

消費者相談に直接対応する消費生活相談員の専門性向上を目的に、知識や技術の習得
を推進する取り組みを実施しました。その結果、複雑な案件や新規トラブルへの対応力
が強化され、幅広いニーズに応えることが可能となりました。これにより、相談案件へ
の迅速かつ適切な対応を実現し、問題解決率は前年と同様に高水準を維持しました。

（１）研修への参加

主催 内容 参加回数

消費者庁 「特定商取引法関連の消費者トラブル」等 １４回

滋賀県消費生活
センター

消費生活相談員パワーアップ研修 ６回
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（２）当センター主催の研修を開催
相談事業に役立つ本市独自の研修を企画し、研修を開催しました。

相談事業

月 研修内容 講師

７月 多重債務の解決事例 弁護士

９月 最近のサクラサイトの傾向と解決事例 弁護士

１０月 消費生活相談員の応対力向上 産業カウンセラー

１１月 任意整理の進め方
日本クレジットカウンセリング
協会
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相談事業

（３）弁護士による支援

高度な法律解釈を必要とする相談案件については、従来より委嘱している弁護士２名が、

消費生活相談員に対して専門的な助言を提供する体制を活用しました。本体制により、複

雑化する消費者トラブルに迅速かつ適切な対応が行える環境が整備され、相談員は必要に

応じて直接法的視点を取り入れた解決策を導き出しております。こうした仕組みを通じて、

相談から対応までの効率化が図られ、例年高まる相談件数に対応可能となりました。

相談種別 内容 回数

定期相談 困難案件等を協議形式で相談 月１回（９０分／回）

窓口対応支援 事務室に弁護士が待機し、相談員を
随時支援

月２回（９０分／回） 
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１.啓発講座
（１）共催講座の開催

啓発事業

月 講座名 参加人数

  ７月 瀬田公民館との共催講座 ２９人

９月 田上公民館との共催講座 ３５人

１１月 膳所公民館との共催講座 １３人

１１月 大津市歴史博物館との共催講座
「室町・戦国時代の経済と消費－大津酒と公家山科
家－」と「現代の消費者トラブル」について

８７人

３月 葛川ｌコミュニティセンターとの共催講座 １５人

・他部署と共催講座にすることで参加者の拡大を図りました。

・高齢者をはじめ市民により足を運んでいただけるよう、各地域で講座を

開催しました。
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啓発事業

（２）出前講座・情報提供

共催講座以外に、高齢者をはじめ幅広い世代を対象とし、地域団体の要請に応
じた出前講座や情報提供を行っており、相談の多い消費者トラブル事例を紹介す
る等、注意喚起に努めました。

【令和６年度実績】

出前講座：１６回３７１人参加（地域老人クラブ等）

情報提供： ３回１８０人参加（民生委員児童委員向け）

出前講座参加者のアンケートでは、「消費者トラブル

について分かりやすく学ぶことができた」や、「自分事と
して学習できてよかった」「身近で起こりうる事例を色々
お話しいただき大変好評でした」などといった声があり
ました。
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２.学校における消費者教育

啓発事業

市内県立高等学校については、令和４年１０月に県教育委員会と消費者教育に関する覚
書を締結し、取組体制を構築しました。滋賀弁護士会所属の弁護士を講師に迎え、学校で
の消費者教育講座を開催しました。

開催月 学校名 対象

１０月 北大津高校 ３年生 ９２人

１０月 石山高校 １年生 ３５０人

１２月 東大津高校 ２年生 ３６０人

１２月 大津商業高校 ２年生 ２７４人

３月 膳所高校 ２年生 ３６０人

３月 堅田高校 ２年生 ２２３人
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３.情報発信

啓発事業

（１）広報紙「大津市消費生活センターだより『ぽけっと』」の発行

発行回数：年３回（７月、１１月、３月）

 配布先：各支所及び地域包括支援センター

７月号（オモテ） １１月号（オモテ） ３月号（オモテ）
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啓発事業
（２）相談の多い事例などを随時大津市公式ＬＩＮＥに掲載

掲載回数：15回 配信者数：延べ181,349名

配信日 配信タイトル 配信者数

2024/5/31【金融商品サービスの消費者トラブルに注意！】 9,974

2024/6/4【２時間後に電話が止まる」という連絡に要注意！】 10,007

2024/6/12【不審な電話に注意！】 10,066

2024/7/3【定期購入トラブルに注意！】 11,495

2024/8/1【子どものゲーム課金トラブル ～あなたのご家庭は大丈夫？～】 12,381

2024/11/7【「○○ペイで返金します」に注意！】 12,780

2024/11/28【実在する事業者をかたり未納料金を請求する詐欺にご注意ください！】 12,848

2024/12/10【送り付け商法にご注意！★★年末にかけて特に注意してください！★★】 12,182

2025/2/6【購入確定の前には解約方法もよく確認しましょう！】 12,397

2025/2/14【簡単なタスクで稼げるとうたう副業トラブルに注意！】 13,137

2025/3/7【鍵の出張作業を頼んだら想定外の料金に！ご注意ください！】 12,499

2025/3/8【広告の格安料金に要注意！~作業後に高額請求する害虫駆除トラブル～】 12,503

2025/3/12【“無料”セミナーだけのつもりが…高額な就活サポート契約にご注意！】 13,240

2025/3/15【新生活！電気やガスの訪問販売に注意】 13,247

2025/3/28【個人情報を聞き出す不審な電話に注意！】 12,593
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啓発事業

○大津市相談機関連絡会（大津市社会福祉協議会主催）を活用

配慮を要する高齢者や障害者等を見守るために、機関同士の顔の見える

 関係づくりを進めました。

４.大津市消費生活見守りネットワーク

開催回数 年４回予定（７月、９月、１２月、３月）

構成機関 ７２機関

大津市社会福祉協議会、地域包括支援センター

滋賀弁護士会、大津警察署、大津市長寿政策課など

１１の担当課、民間障害者支援団体など
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令和７年度
事業進捗について

資料２
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１.相談事業

相談事業

（１）上半期（４月から９月まで）の相談受付件数の比較

年度 件数

令和６年度 １，３２０件

令和７年度 １，４７０件

前年同期と比べ１５０件の増加。 対前年同期比 １１１.４％
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○令和６年度及び令和７年度 上半期の相談者年齢

相談事業

37 56 69

122

193
242

442

159

21

112 112 132

227

280

462

124

20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上 不明

令和６年度 令和７年度

２０歳未満からの相談は僅かに減少したが、それ以外の年代からの相談が増加。
なかでも２０歳代からの相談は２倍に増加している。
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（２）消費生活相談員に対する研修

相談事業

○研修への参加

国及び滋賀県の研修に消費生活相談員を派遣し、日々の消費生活相談

に活かしています。 （令和７年９月３０日現在）

○本市独自の研修

相談事業に役立つ本市独自の研修を開催。

月 研修内容 講師

５月 レスキュー商法被害への具体的対応について 弁護士

７月 相談者を 対応困難者にしないための対応術
公益社団法人
全国消費生活相談員協会

主催 内容 参加回数

消費者庁 インターネット取引に関する消費者トラブル等 ４回

滋賀県消費生活センター 消費生活相談員パワーアップ研修 １回
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相談事業

（３）弁護士による支援

高度な法律解釈を必要とする相談案件を、弁護士２名に引き続き委嘱し、消費生活相談員

に対して専門的な助言を提供する体制を活用しています。

相談種別 内容 回数

定期相談 困難案件等を協議形式で相談 月１回（９０分／回）

窓口対応支援 窓口対応支援 月２回（９０分／回） 
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２.啓発事業

啓発事業

（１）啓発講座

①主催・共催講座の開催

月 講座名

１０月 和邇コミュニティーセンターとの共催講座

１１月 膳所公民館との共催講座

１１月 主催講座：豊かな老後のために知っておきたいお金の話

１月 大津市歴史博物館との共催講座

②出前講座・情報提供

   地域や各種団体等に出向く「出前講座」は、適宜、内容に工夫を加えて行っています。
    また、各種団体の会議にあっては、「出前講座」の周知・案内も併せて行っています。
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啓発事業
（２）学生向け消費者教育講座

①高校生向け消費者教育講座の開催

生徒が在学中に成年になることを踏まえ、引き続き「高校生に対する消費者教育

講座」を開催しています。

開催月 学校名 対象

１０月 北大津高校 ３年生 ７６人

１１月 瀬田工業高校 ３年生 ２４５人

２月 膳所高校 ２年生 ３６０人

３月 大津商業高校 ２年生 ２７３人

開催月 内容 参加人数

８月 おこづかいから学ぶおかねのはなし 親子参加 ８組１７人

②小学生（低学年）向け講座の開催
お金に関わる経験・知識・技能を知ってもらうため、身近なおこづかいから学ぶ講座を開催。
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啓発事業
（３）情報発信

（４）大津市消費生活見守りネットワーク

大津市相談機関連絡会への参加

配慮を要する高齢者、障害者等を見守るために、機関同士の顔の見える

関係づくりを進める同会議には、昨年度に引き続き参加しています。

媒体 頻度

広報紙「大津市消費生活センター
だより『ぽけっと』

年４回予定
（５月、７月
１１月、３月）

各支所及び地域包括支援
センターに配布

大津市公式ＬＩＮＥ 随時 リアルタイムな情報発信を
行うことで注意喚起を促す



Lake Biwa

Otsu City 30

分析結果から見える課題

近年、スマートフォンやインターネットを介した取引の普及により、
消費生活を取り巻く環境が大きく変化しています。この技術革新に伴
い、オンライン取引に起因する消費者トラブルの増加が顕著となって
います。

＜全ての年代からの相談が増加＞

●高齢者 ：詐欺的商法や悪質な電話勧誘などに巻き込まれるケース。
●未成年者：インターネットを利用したゲーム課金トラブルやSNS広告によ

る不当な取引の影響。
●成人世代：オンラインショッピングやサブスクリプションにおける契約トラ

ブル、副業サイトに関するトラブル。

このような課題を解決するには、単なる知識の提供にとどまらず、
自ら学び気づきを得る場を通じて自立を促す包括的な啓発と教育が

不可欠であると考えます。

令和６年度及び令和７年度上半期
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令和８年度
事業計画（案）について

資料３
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事業計画

お金の使い方に関する知識不足や判断ミスが要因

消費行動を見直す力、契約を理解する力、相談する力を育成

＜重点テーマ＞

「お金の使い方」を軸とした啓発と教育

消費者トラブル
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事業計画

消費行動を見直す力、契約を理解する力、
相談する力を育成

主催講座の開催
他部署との

共催講座の開催

高校での消費者

教育講座の開催

子ども向けお金の

使い方教室の開催
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（１）主催講座の開催
金融関連の講座を開催し、「金融商品にローリスク・ハイリターンの
商品は存在しない」など基本となる金融の知識を知る機会を提供し、
金融関連の消費者トラブルの未然防止を図ります。

事業計画

（２）他部署との共催講座の開催
 他部署と共催講座にすることで参加者の拡大を図るとともに、自らの   

判断で正しく納得して契約ができるよう、契約の基礎知識や実際の消

費者トラブルを知ってもらう機会を提供し、消費者のトラブル未然防

 止を図ります。
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（３）高校での消費者教育講座の開催
高校生が在学中に成年になることを踏まえ、若年者に多い消費者
トラブル事例やトラブルに遭った際の相談窓口があることを周知し、
消費者トラブルの未然防止・拡大防止を図ります。

事業計画

（４）子ども向けお金の使い方教室の開催
自分で主体的に考え行動できるようになるために、身近なおこづか

いを通じて学ぶ機会を提供し、目的を考えてものを選んで買うこと

など、社会の中で生きていく力の素地を形成します。
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